
 

河内長野市こども会育成連合会規約 

 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、河内長野市こども会育成連合会（以下、「市こ連」という）と称し、事務所を市

教育委員会事務局教育推進部青少年育成課内におく。 

（目的）       

第２条 市こ連は、市内における単位こども会育成会の連係を密にし、こども会の育成と振興を

はかることを目的とする。 

（事業）       

第３条 市こ連は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

  １ 中学校区こども会育成連絡協議会（以下、「校区連」という）及び単位こども会育成

会との連携と相互調整 

    ２ 大阪府こども会育成連合会（以下、「府こ連」という）及び南河内ブロックこども会

育成連絡協議会（以下、「南こ連」という）との連絡協調 

    ３ こども会活動の指導及び育成に関する調査研究 

    ４ 指導育成に関する事業の開催 

    ５ こども会の育成に関する事業の開催 

    ６ こども会安全会見舞金の給付（安全会規程は別に定める） 

    ７ その他、市こ連の目的達成に必要な事業 

（組織）       

第４条 市こ連は、事務局に登録された次の者により組織する。 

   １団体加盟 

      河内長野市内で活動する単位こども会育成会の会員 

    ２個人加盟 

      本会の目的（第２条）に賛同し、市こ連活動への積極的な協力の意志を表明した者 

（校区連組織） 

第５条 市こ連の日常活動を円滑に展開するため、登録された加盟単位こども会育成会を地区別

に分割して校区連を組織する。 

     （校区連の地区割りなどの詳細は別に定める） 

（役員）       

第６条 市こ連に、次の役員をおく。 

   １ 会 長  １名   ２ 副会長  ７名以内     ３ 書 記  ２名 

   ４ 会 計  １名   ５ 校区長  各校区から１名  ６ 幹 事  若干名 

 



（役員の選出） 

第７条 市こ連役員は、各単位こども会育成会会員及び個人加盟登録者の中から、次の区分によ

り選出し、総会において承認を得る。 

    １会長、副会長、書記、会計 ・・・・・・・全体から１１名以内 

    ２校区長・・・・・・・・・・・・・・・・・各校区から１名 

    ３幹事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・若干名 

  ２ 具体的な選出にあたっては、総会に先立つ総会準備委員会において、各校区連の推薦な

どをふまえ、意見調整のうえ推薦名簿を作成し、総会に提案する。 

（役員の任務と任期） 

第８条 役員の任務は、次の通りとする。 

    １ 会長は、本会を代表し、市こ連活動全般を統括する。 

    ２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

    ３ 書記は、本会活動の事務及び記録を担当する。 

    ４ 会計は、本会の会計事務を担当する。 

    ５ 幹事は、本会活動を展開するために必要な任務を分担する。 

  ２ 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、補充により就任した役員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（監査）       

第９条 市こ連に、監査２名をおく。 

  ２ 監査は、本会の会計及び活動を監査する。 

  ３ 監査は、各単位こども会育成会役員の中から、各校区連の推薦に基づき選出し、総会に

おいて承認を得る。 

（顧問）       

第１０条 市こ連に、顧問若干名をおくことができる。 

  ２ 顧問は，本会の運営と執行について助言する。 

  ３ 顧問の委嘱は、会長が指名し役員会の承認を得て行う。 

  ４ 顧問の任期は１年とし、再任を妨げない。 

（機関）       

第１１条 市こ連の機関は、次の通りとする。 

    １ 総会     ２ 役員会    ３ 総会準備委員会 

  ２ 総会は、市こ連の議決機関であって、各単位こども会育成会の代表と個人加盟登録者で

構成し、年１回会長が招集し、次の事項を議決する。 

    １ 市こ連の運営方針に関すること 

    ２ 事業計画、事業報告、予算、決算に関すること 

    ３ 役員の選出に関すること 



    ４ 規約の変更に関すること 

    ５ その他、必要な事項 

  ３ 役員会は、市こ連の執行機関であって、総会の議決に基づき事業の実施に必要な事項を

執行する。 

  ４ 総会準備委員会 

    １ 総会当日の運営を円滑に進める目的で、総会準備に先立ち設置する。 

    ２ 委員の構成は、各校区連から推薦する者２名ずつと、会長とする。 

    ３ 市こ連役員候補者の推薦を行う。 

    ４ 必要に応じて，副会長及び顧問の出席を要請し、意見を聴取することができる。 

（会議の成立と議決） 

第１２条 各機関は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の２分の１以上の賛

同をもって決定する。可否同数のときは議長が決定する。 

  ２ 総会については、欠席者から委任状の提出があった場合は出席とみなすことができる。 

（経費）       

第１３条 市こ連の経費は、次の収入をもってあてる。 

    １ 会 費   ２ 委託料   ３ 寄付金    ４ その他 

 （会費）       

第１４条 市こ連の会費は、各単位こども会育成会から次の区分により徴収する。 

    １ 基本金          １単位につき 年額１，０００円 

    ２ 人員割り       こども会員１名につき 年額１００円 

  （会計年度） 

第１５条 市こ連の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

付則 

 本規約は、昭和４４年４月２６日より実施する。 

 規約一部改正  昭和６０年４月 ７日 

 規約一部改正  昭和６２年４月 ５日 

 規約一部改正  平成 元年４月 ２日 

 規約全面改正  平成 ５年４月 ４日 

 規約一部改正  平成 ９年４月 ６日 

 規約一部改正  平成１０年４月１２日 

 規約一部改正  平成１３年４月 ８日 

 規約一部改正  平成２１年４月 ５日 

 

 


